






議案第92号資料 

 

つくば市職員の給与に関する条例（昭和62年つくば市条例第20号）新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

第１条―第２４条 （略） 第１条―第２４条 （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第２５条 （略） 第２５条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125（行政職給料表の適用を受ける

職員でその職務の級が６級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受

ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これら

の職員のうち、規則で定める職員を除く。第26条第２項において「特定幹部職員」

という。）にあっては、100分の105）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の

期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の130（行政職給料表の適用を受ける

職員でその職務の級が６級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受

ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これら

の職員のうち、規則で定める職員を除く。第26条第２項において「特定幹部職員」

という。）にあっては、100分の110）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の

期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

(1)―(4) （略） (1)―(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とある

のは「100分の72.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の62.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の130」とある

のは「100分の72.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の62.5」とする。 

４―６ （略） ４―６ （略） 

第２５条の２ （以下略） 第２５条の２ （以下略） 

 



議案第92号資料 

 

つくば市職員の給与に関する条例（昭和62年つくば市条例第20号）新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

第１条―第２４条 （略） 第１条―第２４条 （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第２５条 （略） 第２５条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が６級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これ

らの職員のうち、規則で定める職員を除く。第26条第２項において「特定幹部職

員」という。）にあっては、100分の107.5）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月

以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125 （行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が６級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これ

らの職員のうち、規則で定める職員を除く。第26条第２項において「特定幹部職

員」という。）にあっては、100分の105 ）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月

以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)－(4) （略） (1)－(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあ

るのは「100分の72.5」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125 」とあ

るのは「100分の72.5」と、「100分の105 」とあるのは「100分の62.5」とする。 

４―６ （略） ４―６ （略） 

第２５条の２ （以下略） 第２５条の２ （以下略） 

 



議案第92号資料 

 

つくば市常勤特別職給与条例（昭和63年つくば市条例第３号）新旧対照表（第３条関係） 

改正後 改正前 

第１条―第３条 （略） 第１条―第３条 （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第４条 常勤特別職の期末手当の額は、つくば市職員の給与に関する条例（昭和62

年つくば市条例第20号。以下「給与条例」という。）第25条第２項、第４項及び第

５項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第２項中「 

100分の125」とあるのは、「100分の165」と 、同条第５項中「行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの並びに同表以外の各給料表

の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当す

る職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職

員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区

分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。 

第４条 常勤特別職の期末手当の額は、つくば市職員の給与に関する条例（昭和62

年つくば市条例第20号。以下「給与条例」という。）第25条第２項、第４項及び第

５項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第２項中「 

100分の130」とあるのは、「100分の170」とし、同条第５項中「行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの並びに同表以外の各給料表

の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当す

る職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職

員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区

分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。 

第５条 （以下略） 第５条 （以下略） 

 



議案第92号資料 

 

つくば市常勤特別職給与条例（昭和63年つくば市条例第３号）新旧対照表（第４条関係） 

改正後 改正前 

第１条―第３条 （略） 第１条―第３条 （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第４条 常勤特別職の期末手当の額は、つくば市職員の給与に関する条例（昭和62

年つくば市条例第20号。以下「給与条例」という。）第25条第２項、第４項及び第

５項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第２項中「 

100分の127.5」とあるのは、「100分の167.5」と、同条第５項中「行政職給料表の

適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当

する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める

職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の

区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。 

第４条 常勤特別職の期末手当の額は、つくば市職員の給与に関する条例（昭和62

年つくば市条例第20号。以下「給与条例」という。）第25条第２項、第４項及び第

５項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第２項中「 

100分の125 」とあるのは、「100分の165 」と、同条第５項中「行政職給料表の

適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当

する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める

職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の

区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。 

第５条 （以下略） 第５条 （以下略） 

 



議案第92号資料 

 

つくば市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成17年つくば市条例第17号）新旧対照表（第５条関係） 

改正後 改正前 

第１条―第６条 （略） 第１条―第６条 （略） 

（給与条例の適用除外） （給与条例の適用除外） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条第１項及び第25条第２項の規定の適用

については、給与条例第３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及びつく

ば市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成17年つくば

市条例第17号）第６条の規定」と、給与条例第25条第２項中「100分の125」とある

のは「100分の165」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条第１項及び第25条第２項の規定の適用

については、給与条例第３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及びつく

ば市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成17年つくば

市条例第17号）第６条の規定」と、給与条例第25条第２項中「100分の130」とある

のは「100分の170」とする。 

第８条 （以下略） 第８条 （以下略） 

 



議案第92号資料 

 

つくば市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成17年つくば市条例第17号）新旧対照表（第６条関係） 

改正後 改正前 

第１条―第６条 （略） 第１条―第６条 （略） 

（給与条例の適用除外） （給与条例の適用除外） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条第１項及び第25条第２項の規定の適用

については、給与条例第３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及びつく

ば市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成17年つくば

市条例第17号）第６条の規定」と、給与条例第25条第２項中「100分の127.5」とあ

るのは「100分の167.5 」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条第１項及び第25条第２項の規定の適用

については、給与条例第３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及びつく

ば市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成17年つくば

市条例第17号）第６条の規定」と、給与条例第25条第２項中「100分の125 」とあ

るのは「100分の165 」とする。 

第８条 （以下略） 第８条 （以下略） 

 



議案第92号資料 

 1/2 
 

つくば市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年つくば市条例第42号）新旧対照表（第７条関係） 

改正後 改正前 

第１条―第１２条 （略） 第１条―第１２条 （略） 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のフルタ

イム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第25条第

２項中「100分の125」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の105」とあるのは

「100分の62.5」と、同条第４項中「扶養手当の月額並びにこれら」とあるのは「こ

れ」と読み替えるものとする。 

第１３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のフルタ

イム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第25条第

２項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の110」とあるのは

「100分の62.5」と、同条第４項中「扶養手当の月額並びにこれら」とあるのは「こ

れ」と読み替えるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第１４条―第２２条 （略） 第１４条―第２２条 （略） 

 （パートタイム会計年度任用職員の期末手当）  （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第２３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のパート

タイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める

者を除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場合において、給

与条例第25条第２項中「100分の125」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の 

105」とあるのは「100分の62.5」と、 同条第４項中「それぞれその基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、

又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びに

これらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、

又は死亡した日）以前６か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職

期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定め

る額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

第２３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のパート

タイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める

者を除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場合において、給

与条例第25条第２項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の 

110」とあるのは「100分の62.5」とし、同条第４項中「それぞれその基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、

又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びに

これらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、

又は死亡した日）以前６か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職

期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定め

る額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 



 

2/2 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第２４条 （以下略） 第２４条 （以下略） 

 



議案第92号資料 

 1/2 
 

つくば市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年つくば市条例第42号）新旧対照表（第８条関係） 

改正後 改正前 

第１条―第１２条 （略） 第１条―第１２条 （略） 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のフルタ

イム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第25条第

２項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の107.5」とある

のは「100分の62.5」と、同条第４項中「扶養手当の月額並びにこれら」とあるの

は「これ」と読み替えるものとする。 

第１３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のフルタ

イム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第25条第

２項中「100分の125 」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の105 」とある

のは「100分の62.5」と、同条第４項中「扶養手当の月額並びにこれら」とあるの

は「これ」と読み替えるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第１４条―第２２条 （略） 第１４条―第２２条 （略） 

 （パートタイム会計年度任用職員の期末手当）  （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第２３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のパート

タイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める

者を除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場合において、給

与条例第25条第２項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の

107.5」とあるのは「100分の62.5」と、同条第４項中「それぞれその基準日現在

（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職

し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並

びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日

（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職

し、又は死亡した日）以前６か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての

在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で

定める額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

第２３条 給与条例第25条から第25条の３までの規定は、任期が６月以上のパート

タイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める

者を除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場合において、給

与条例第25条第２項中「100分の125 」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の

105 」とあるのは「100分の62.5」と、同条第４項中「それぞれその基準日現在

（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職

し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並

びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日

（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職

し、又は死亡した日）以前６か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての

在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で

定める額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 



 

2/2 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第２４条 （以下略） 第２４条 （以下略） 

 


